
弘前市介護予防・日常生活支援総合事業における第１号事業（訪問・通所 

介護予防ケアマネジメント）の令和６年度介護報酬改定等について 

 

１ 第１号訪問事業の変更点等について  

(1)  訪問介護相当サービス 基本報酬の見直し 

名 称 
改定前 

（～R６.３月分） 

改定後 

（R６.４月分～） 

訪問介護相当サービス（Ⅰ） 1,17６単位 1,176 単位 

訪問介護相当サービス（Ⅱ） 2,34９単位 2,349 単位 

訪問介護相当サービス（Ⅲ） 3,727 単位 3,727 単位 

 

(2)  業務継続計画未策定減算に対する減算の導入 

改定前（～R6.３月分） 改定後（R６.４月分～） 

なし 
業務継続計画未策定減算【新設】 

所定単位数の 1/100 減算 

※経過措置として、令和７年３月３１日までの間減算を適用しない。 

 

(3)  高齢者虐待防止の推進 

改定前（～R6.３月分） 改定後（R６.４月分～） 

なし 
高齢者虐待防止措置未実施減算【新設】 

所定単位数の 1/100 減算 

 

(4)  口腔管理に係る連携の強化 

改定前（～R6.３月分） 改定後（R６.４月分～） 

なし 口腔連携強化加算 50 単位【新設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5)  同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し 

改定前（～R6.３月分） 改定後（R６.４月分～） 

同一建物減算 

所定単位数の 10/100 減算 

同一建物減算 

所定単位数の 10/100 減算 

同一建物減算 

所定単位数の 1５/100 減算【新設】 

同一建物減算 

所定単位数の 1２/100 減算【新設】 

 

(6)  介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベース

アップ等支援加算の一本化【令和６年６月～】 

改定前（～R6.５月分） 改定後（R６.６月分～） 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ）～（Ⅲ） 
介護職員等処遇改善加算 

（Ⅰ）～（Ⅳ）【新設】 
介護職員等特定処遇改善加算 

（Ⅰ）～（Ⅱ） 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

 

(7) 生活支援サービス 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースア 

ップ等支援加算の一本化【令和６年６月～】 

改定前（～R6.５月分） 改定後（R６.６月分～） 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ）～（Ⅲ） 
介護職員等処遇改善加算 

（Ⅰ）～（Ⅳ）【新設】 
介護職員等特定処遇改善加算 

（Ⅰ）～（Ⅱ） 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

 

 

 

 

 

 

 



２ 第１号通所事業の変更点等について  

(1) 通所介護相当サービス 基本報酬の見直し 

名 称 
改定前 

（～R６.３月分） 

改定後 

（R６.４月分～） 

通所介護相当サービス（Ⅰ） 1,672 単位 1,798 単位 

通所介護相当サービス（Ⅱ） 1,714 単位 1,811 単位 

通所介護相当サービス（Ⅲ） 3,428 単位 3,621 単位 

 

(2)  業務継続計画未策定減算に対する減算の導入 

改定前（～R6.３月分） 改定後（R６.４月分～） 

なし 
業務継続計画未策定減算【新設】 

所定単位数の 1/100 減算 

※令和７年３月３１日までの間、感染症の予防及びまん延防止のための指針の

整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算は

適用しない。 

 

(3)  高齢者虐待防止の推進 

改定前（～R6.３月分） 改定後（R６.４月分～） 

なし 
高齢者虐待防止措置未実施減算【新設】 

所定単位数の 1/100 減算 

 

(4)  送迎減算の導入 

改定前（～R6.３月分） 改定後（R６.４月分～） 

なし 
送迎減算【新設】 

片道につき 47 単位減算 

 

(5)  事業所評価加算の廃止 

改定前（～R6.３月分） 改定後（R６.４月分～） 

事業所評価加算 120 単位 なし【廃止】 

 

 

 

 



(6)  運動器機能向上加算の基本報酬への包括化 

改定前（～R6.３月分） 改定後（R６.４月分～） 

運動器機能向上加算 225 単位 なし【廃止】 

選択的サービス複数実施加算Ⅰ  

480 単位 
なし【廃止】 

選択的サービス複数実施加算Ⅱ 

7０0 単位 

一体的サービス提供加算  

480 単位 

 

(7)  介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベース

アップ等支援加算の一本化【令和６年６月～】 

改定前（～R6.５月分） 改定後（R６.６月分～） 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ）～（Ⅲ） 
介護職員等処遇改善加算 

（Ⅰ）～（Ⅳ）【新設】 
介護職員等特定処遇改善加算 

（Ⅰ）～（Ⅱ） 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

 

(8) 生きがい型デイサービス 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースア 

ップ等支援加算の一本化【令和６年６月～】 

改定前（～R6.５月分） 改定後（R６.６月分～） 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ）～（Ⅲ） 
介護職員等処遇改善加算 

（Ⅰ）～（Ⅳ）【新設】 
介護職員等特定処遇改善加算 

（Ⅰ）～（Ⅱ） 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 介護予防ケアマネジメントの変更点等について  

(1)  基本報酬の見直し 

名 称 
改定前 

（～R６.３月分） 

改定後 

（R６.４月分～） 

介護予防ケアマネジメント A 438 単位 442 単位 

(2)  業務継続計画未策定減算に対する減算の導入 

改定前（～R6.３月分） 改定後（R６.４月分～） 

なし 
業務継続計画未策定減算【新設】 

所定単位数の 1/100 減算 

※経過措置として、令和７年３月３１日までの間減算を適用しない。 

 

(3)  高齢者虐待防止の推進 

改定前（～R6.３月分） 改定後（R６.４月分～） 

なし 
高齢者虐待防止措置未実施減算【新設】 

所定単位数の 1/100 減算 

 

第１号訪問事業費、第１号通所事業費又は第１号介護予防支援事業費は、それ

ぞれ以上に掲げる費用を算定します。なお、当該費用の算定にあたっては、 

「介護保険法施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働

大臣が定める基準（令和 3 年厚生労働省告示第 72 号。）」 

「介護保険法施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働

大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について（令和３年３月１９

日老認発０３１９第３号、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知）

等に準ずるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に関する届出について 

以下のとおりとしますので、それぞれの期日までにご提出をお願いします。 

イ 令和６年４月１日から開始となる加算

等を算定する場合 

ロ 令和６年６月１日から開始となる

介護職員等処遇改善加算等を算定する

場合 

別紙１ 

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に

係る体制等に関する届出書 

別紙１ 

介護予防・日常生活支援総合事業費算

定に係る体制等に関する届出書 

別紙２ 

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に

係る体制等状況一覧表 

【令和６年４月１日～】 

別紙２―２ 

介護予防・日常生活支援総合事業費算

定に係る体制等状況一覧表 

【令和６年６月１日～】 

提出期限 

令和６年４月１５日 

提出期限 

令和６年５月１５日 

※イの届出と同じタイミングで届出す

る場合は、4 月１５日で届出可能。そ

の場合はイとロを提出すること。 

 

５ サービスコードについて 

 令和６年４月１日以降及び令和６年６月１日以降の単位数サービスコード表

及び単位数マスターインタフェース（CSV）につきましては、後日弘前市ホー

ムページに掲載予定です。 

 

 

６ 令和６年度介護職員等処遇改善加算について 

 弘前市ホームページに掲載している様式を使用し、令和６年４月１５日まで

に「４ 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に関する届出について」を参照

の上、期日までにご提出をお願いします。 

 

 

 


